
○豊橋市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成11年3月26日

規則第35号

豊橋市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条　この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の施行に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条　この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。

(一般廃棄物処理業の許可の申請)

第3条　法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下これらを「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1)又は一般廃棄物処分業許可申

請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

2　法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則74号〕)

(一般廃棄物処理業の許可証の交付)

第4条　市長は、法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第4)又は一般廃棄物処分業許可

証(様式第5)を交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則74号〕)

(一般廃棄物処理業に係る廃止等の届出)

第5条　法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第6)に前条の許可証その他市長が必要と認める書類及び図面を添えて行わなければならない。

(一部改正〔平成12年規則101号〕)

(一般廃棄物処理業に係る休止等の届出)

第6条　法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、一般廃棄物処理業を休止し、又は休止した当該一般廃棄物処理業を再開したときは、遅滞なく、一般廃棄物処理業休

止・再開届出書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則74号〕)

(一般廃棄物処理業に係る欠格要件該当の届出)

第6条の2　省令第2条の7に規定する届出書は、一般廃棄物処理業欠格要件該当届出書(様式第7の2)のとおりとする。

(追加〔平成18年規則50号〕)

(一般廃棄物取扱状況の報告)

第7条　一般廃棄物処理業者は、毎月5日までに前月中の一般廃棄物の取扱状況について一般廃棄物取扱状況報告書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

(産業廃棄物収集運搬業許可申請書等に係る添付書類)

第7条の2　省令第9条の2第1項、第10条の4第1項、第10条の12第1項、第10条の16第1項又は第11条第1項に規定する申請書には、省令第9条の2第2項(省令第10条の12第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、省令第10条の4第2項(省令

第10条の16第2項において読み替えて準用する場合を含む。)又は省令第11条第6項に規定するもののほか、法第14条第5項第2号イ、ハ、ニ及びヘに該当する事由(同号ハ、ニ及びヘに該当する事由にあっては、同号イに係るものに限る。)が

ない旨を記載した書類を添付しなければならない。

(追加〔平成12年規則101号〕、一部改正〔平成15年規則74号・29年5号〕)

(産業廃棄物処理業等に係る廃止等の届出)

第8条　法第14条の2第3項又は第14条の5第3項において読み替えて準用する法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、省令第10条の10第2項又は第10条の23第2項の届出書に省令第10条の2、第10条の6、第10条の14又は第10条の18の

許可証その他市長が必要と認める書類及び図面を添えて行わなければならない。

(一部改正〔平成12年規則101号・29年5号〕)

(産業廃棄物処理業等に係る休止等の届出)

第9条　法第14条第1項若しくは第6項又は法第14条の4第1項若しくは第6項の規定により産業廃棄物収集運搬業若しくは産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業若しくは特別管理産業廃棄物処分業(以下これらを「産業廃棄物処理

業等」という。)の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理業者等」という。)は、産業廃棄物処理業等を休止し、又は休止した当該産業廃棄物処理業等を再開したときは、遅滞なく、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業休止・再開届出

書(様式第9)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則74号〕)

(産業廃棄物処理業等に係る欠格要件該当の届出)

第9条の2　省令第10条の10の3及び第10条の24に規定する届出書は、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業欠格要件該当届出書(様式第9の2)のとおりとする。

(追加〔平成18年規則50号〕、一部改正〔平成23年規則8号〕)

(再生利用個別指定業の指定の申請)

第10条　省令第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号の規定により市長の指定(個別指定に限る。以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書(様式第10)を市長に提出しな

ければならない。

2　再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)は、当該再生利用個別指定に係る事業(以下「再生利用個別指定業」という。)の事業範囲を変更しようとするときは、再生利用個別指定業事業範囲変更指定申請書(様

式第11)を市長に提出し、変更の指定を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(再生利用個別指定業の指定証の交付等)

第11条　市長は、前条第1項又は第2項の指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(様式第12。以下「指定証」という。)を交付するものとする。この場合において、市長は、2年を超えない範囲内において当該指定証の有効期間を設ける

ことができる。

2　再生利用個別指定業者は、前項の有効期間の経過後引き続き再生利用個別指定業を営もうとするときは、その指定証の有効期間が満了する前に、再生利用個別指定業指定証有効期間延長申請書(様式第13)を市長に提出しなければならな

い。

3　第1項の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。

(再生利用個別指定業に係る廃止等の届出)

第12条　再生利用個別指定業者は、再生利用個別指定業の全部又は一部を廃止したときは、速やかに再生利用個別指定業全部・一部廃止届出書(様式第14)に指定証その他市長が必要と認める書類及び図面を添えて、その旨を市長に届け出なけ

ればならない。

2　再生利用個別指定業者は、再生利用個別指定業に係る次に掲げる事項を変更したときは、速やかに再生利用個別指定業変更届出書(様式第15)に指定証その他市長が必要と認める書類及び図面を添えて、その旨を市長に届け出なければなら

ない。

(1)　住所

(2)　氏名又は名称

(3)　事務所及び事業場の所在地

(4)　再生利用の目的

(5)　再生利用の方法

(6)　取引関係

(一部改正〔平成12年規則101号〕)

(再生利用個別指定業に係る休止等の届出)

第13条　再生利用個別指定業者は、再生利用個別指定業を休止し、又は休止した当該再生利用個別指定業を再開したときは、遅滞なく、再生利用個別指定業休止・再開届出書(様式第16)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請等)

第13条の2　法第8条第2項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(様式第17)のとおりとする。

2　省令第5条の3第1項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(様式第18)のとおりとする。

3　市長は、法第8条第1項の規定による許可又は法第9条第1項の規定による変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置・変更許可証(様式第19)を交付するものとする。

(追加〔平成12年規則101号〕)

(一般廃棄物処理施設の設置等の届出)

第13条の3　法第9条の3第1項又は第9条の3の3第1項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書(様式第20)によりしなければならない。

2　省令第5条の8第1項(省令第5条の10の10において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する届出書は、一般廃棄物処理施設変更届出書(様式第21)のとおりとする。

(追加〔平成12年規則101号〕、一部改正〔平成29年規則5号〕)

(廃棄物処理施設に係る使用前の検査の申請等)

第14条　省令第4条の4第1項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(様式第22)のとおりとする。

2　市長は、法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)又は法第15条の2第5項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により、法第8条第1項又は第15条第1項の一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理

施設(以下これらを「廃棄物処理施設」という。)が、法第8条第2項又は第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認めたときは、一般廃棄物・産業廃棄物処理施設使用前検査確認済証(様式第23)を交付するものと

する。

(一部改正〔平成12年規則101号・15年74号・23年8号〕)

(定期検査の申請等)

第14条の2　省令第4条の4の2に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第23の2)のとおりとする。

2　市長は、法第8条の2の2第1項の検査を行ったときは、省令第4条の4の4の規定に基づき、定期検査結果通知書(様式第23の3)を交付するものとする。

(追加〔平成23年規則8号〕)

(特定一般廃棄物最終処分場に係る報告)

第14条の3　省令第4条の17に規定する報告書は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(様式第24)のとおりとする。

(追加〔平成12年規則101号〕、一部改正〔平成23年規則8号〕)

(廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)

第15条　省令第5条の4の2第1項又は第5条の9の2第1項(省令第5条の10の12において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する届出書は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第25)のとおりとする。

2　法第9条第3項(法第9条の3第11項、第9条の3の3第3項及び第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による変更等の届出は、前項又は省令第12条の10の2第1項の届出書に第13条の2第3項又は省令第12条の5の許可

証の写し(以下この項及び第17条において「許可証の写し」という。)その他市長が必要と認める書類及び図面(法第9条の3第11項及び第9条の3の3第3項において読み替えて準用する法第9条第3項の規定による届出にあっては、許可証の写し

を除く。)を添えて行わなければならない。

(一部改正〔平成12年規則101号・15年74号・23年8号・29年5号〕)

(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)

第15条の2　省令第5条の5第1項及び第5条の10第1項に規定する届出書は、一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(様式第26)のとおりとする。

(追加〔平成12年規則101号〕)

(最終処分場の廃止の確認の申請等)

第16条　省令第5条の5の2第1項及び第5条の10の2第1項に規定する申請書は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(様式第27)のとおりとする。

2　市長は、法第9条第5項(法第9条の3第11項及び第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、廃棄物処理施設である最終処分場の状況が、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の

基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第3項又は第2条第3項に規定する技術上の基準に適合していることを確認したときは、一般廃棄物・産業廃棄物最終処分場廃止確認済証(様式第28)を交付するものとする。

(一部改正〔平成12年規則101号・15年74号・23年8号・29年5号〕)

(一般廃棄物処理施設に係る欠格要件該当の届出)

第16条の2　省令第5条の5の3に規定する届出書は、一般廃棄物処理施設欠格要件該当届出書(様式第28の2)のとおりとする。

(追加〔平成18年規則50号〕)

(産業廃棄物処理施設に係る欠格要件該当の届出)

第16条の3　省令第12条の11の3に規定する届出書は、産業廃棄物処理施設欠格要件該当届出書(様式第28の3)のとおりとする。

(追加〔平成18年規則50号〕)

(廃棄物処理施設の改善措置完了の届出)

第17条　法第9条の2第1項又は第15条の2の7の規定により廃棄物処理施設につき必要な改善を命じられた者は、その命令に基づき必要な改善措置が完了したときは、遅滞なく、一般廃棄物・産業廃棄物処理施設改善措置完了届出書(様式第29)

に許可証の写しその他市長が必要と認める書類及び図面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成12年規則52号・101号・15年74号・23年8号・29年5号〕)

(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請等)

第17条の2　省令第5条の5の5に規定する申請書は、熱回収施設設置者認定申請書(様式第29の2)のとおりとする。



2　市長は、法第9条の2の4第1項の認定をしたときは、熱回収施設設置者認定証(様式第29の3)を交付するものとする。

(追加〔平成23年規則8号〕)

(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出等)

第17条の3　省令第5条の5の10に規定する届出書は、熱回収施設休廃止等届出書(様式第29の4)のとおりとする。

2　省令第5条の5の11に規定する報告書は、熱回収報告書(様式第29の5)のとおりとする。

(追加〔平成23年規則8号〕)

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請等)

第18条　省令第5条の11第1項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(様式第30)のとおりとする。

2　省令第5条の12第1項に規定する申請書は、合併・分割認可申請書(様式第31)のとおりとする。

3　省令第6条第1項に規定する届出書は、一般廃棄物処理施設相続届出書(様式第32)のとおりとする。

(全部改正〔平成12年規則101号〕、一部改正〔平成13年規則22号〕)

(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出等)

第18条の2　省令第12条の7の17第2項に規定する届出書は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書(様式第32の2)のとおりとする。

2　省令第12条の7の17第4項に規定する受理書は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出に関する受理書(様式第32の3)のとおりとする。

3　省令第12条の7の17第5項の規定による変更又は廃止の届出は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更(廃止)届出書(様式第32の4)によりしなければならない。

(追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成23年規則8号〕)

(許可証等の再交付申請等)

第19条　一般廃棄物処理業者若しくは産業廃棄物処理業者等又は再生利用個別指定業者(以下これらを「廃棄物処理業者等」という。)は、当該処理業に係る許可証又は当該指定業に係る指定証(以下この項及び次条において「許可証等」とい

う。)を毀損し、汚損し、又は紛失したときは、再交付申請書(様式第33)により速やかに市長に再交付の申請をし、許可証等の再交付を受けなければならない。この場合において、毀損し、又は汚損したときの申請にあっては、その毀損

し、又は汚損した許可証等を添えて行わなければならない。

2　前項の規定は、廃棄物処理施設の設置者並びに法第9条の2の4第1項及び第15条の3の3第1項に規定する認定を受けた者(以下「認定熱回収施設設置者」という。)並びに法第12条の7第1項に規定する認定を受けた者(以下「一体的処理認定事

業者」という。)について準用する。この場合において、同項中「当該処理業に係る許可証又は当該指定業に係る指定証(以下この項及び次条において「許可証等」という。)」とあるのは「当該廃棄物処理施設に係る許可証(以下この項及び

第21条において「許可証」という。)又は第17条の2第2項若しくは省令第12条の11の10若しくは省令第8条の38の9に規定する認定証(以下この項及び第21条において「認定証等」という。)」と、「許可証等」とあるのは「許可証又は認定証

等」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成12年規則101号・29年5号・30年23号〕)

(廃棄物処理業者等による許可証等の返納)

第20条　廃棄物処理業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証等を市長に返納しなければならない。

(1)　許可又は再生利用個別指定(以下「許可等」という。)の有効期間が経過したとき。

(2)　法第7条の2第1項、第14条の2第1項若しくは第14条の5第1項の規定により変更の許可を受けたとき又は第10条第2項の規定により変更の指定を受けたとき。

(3)　許可証等の記載内容の変更等により書換え交付を受けたとき。

(4)　許可等を取り消されたとき。

2　廃棄物処理業者等が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、直ちに許可証等を市長に返納しなければならない。

(1)　死亡した場合　その相続人

(2)　法人が合併又は分割により消滅した場合　その役員であった者

(3)　法人が破産手続開始の決定により解散した場合　その破産管財人

(4)　法人が合併、分割又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合　その清算人

(5)　事業の全部を廃止した場合　廃棄物処理業者等であった個人又は廃棄物処理業者等であった法人の役員

3　廃棄物処理業者等は、事業の全部を休止し、又は事業の全部の停止を命ぜられたときは、その期間中許可証等を市長に返納しなければならない。

4　廃棄物処理業者等は、前条第1項の規定により許可証等の再交付を受けた後、紛失した許可証等を発見したときは、直ちに発見した許可証等を市長に返納しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則101号・13年22号・17年23号〕)

(廃棄物処理施設の設置者等による許可証又は認定証等の返納)

第21条　廃棄物処理施設の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1)　法第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定により変更の許可を受けたとき。

(2)　許可証の記載内容の変更等により書換え交付を受けたとき。

(3)　廃棄物処理施設を廃止したとき。

(4)　許可を取り消されたとき。

2　認定熱回収施設設置者又は一体的処理認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに認定証等を市長に返納しなければならない。

(1)　認定を取り消されたとき。

(2)　認定期間が満了したとき。

(3)　事業の全部を廃止したとき。

(4)　認定を受けた熱回収施設において熱回収を行わなくなったとき。

3　前条第3項の規定は、廃棄物処理施設の設置者及び認定熱回収施設設置者について準用する。この場合において、同条第3項中「事業の全部を」とあるのは「廃棄物処理施設又は認定を受けた熱回収施設を」と、「事業の全部の」とあるの

は「廃棄物処理施設又は認定を受けた熱回収施設の使用の」と、「許可証等」とあるのは「許可証又は第17条の2第2項若しくは省令第12条の11の10に規定する認定証」と読み替えるものとする。

4　前条第4項の規定は、廃棄物処理施設の設置者並びに認定熱回収施設設置者及び一体的処理認定事業者について準用する。この場合において、「前条第1項」とあるのは「第19条第2項において準用する同条第1項」と、「許可証等」とある

のは「許可証又は認定証等」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成12年規則101号・15年74号・23年8号・29年5号・30年23号〕)

(特別管理産業廃棄物を生ずる事業場等の設置等の報告)

第22条　事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場を設置した日から30日以内に、特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書(様式第34)を市長に提出しなければならない。

2　前項の規定により報告をした者は、次に掲げる事項を変更したときは、当該変更の日から30日以内に、特別管理産業廃棄物発生事業場変更報告書(様式第35)によりその旨を市長に報告しなければならない。

(1)　住所

(2)　氏名又は名称

(3)　事業場の名称又は所在地

3　第1項の事業場を廃止した事業者は、特別管理産業廃棄物発生事業場廃止報告書(様式第36)によりその旨を市長に報告しなければならない。

(全部改正〔平成12年規則101号〕)

(特別管理産業廃棄物の処理に関する報告)

第23条　市長は、特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者に対し、毎年6月30日までに、その前年度分の当該事業場における特別管理産業廃棄物の処理に関する実績の報告を求めることができる。

(全部改正〔平成20年規則31号〕)

(産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の運搬又は処分に関する報告)

第24条　産業廃棄物処理業者等は、毎年7月31日までに、その前年度分における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の運搬又は処分に関し、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の運搬実績報告書(様式第38)及び産業廃棄物及び特別管理産業廃

棄物の処分実績報告書(様式第39)により市長に報告しなければならない。

(追加〔平成13年規則56号〕)

(産業廃棄物の処分に関する報告)

第25条　政令第7条第14号に掲げる産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者(産業廃棄物処分業の許可を受けた者を除く。)は、毎年7月31日までに、その前年度分の当該事業場における産業廃棄物の処分に関し、産業

廃棄物最終処分場の処分実績報告書(様式第40)により市長に報告しなければならない。

(追加〔平成13年規則56号〕)

(最終処分場終了届出台帳)

第26条　法第19条の12第1項の台帳は、最終処分場終了届出台帳(様式第41)のとおりとする。

2　法第19条の12第3項の規定により前項の台帳の閲覧を請求しようとする者は、最終処分場終了届出台帳閲覧請求書(様式第42)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則101号・13年56号・14年31号・23年8号・30年23号〕)

(委任)

第27条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成13年規則56号〕)

附　則

1　この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2　この規則の施行の際、豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成5年豊橋市規則第33号)に規定する様式により現に提出されている申請書、届出書及び報告書並びに交付されている許可証及び指定証は、この規則に規定する相当様式

によってしたものとみなす。

附　則(平成11年12月22日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成12年3月31日規則第52号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附　則(平成12年9月29日規則第101号)

1　この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2　この規則の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成12年厚生省令第101号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「改正前の省令」とい

う。)第14条第1項の規定により提出されている特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書は、改正後の第22条第1項の規定により提出された特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書とみなす。

3　この規則の施行の際現に特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者であって、改正前の省令第14条第1項の規定による特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書の提出をしていないものは、この規則の施行の日から30日以内

に、改正後の第22条第1項の規定による特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書の提出をしなければならない。

附　則(平成13年3月30日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附　則(平成13年3月30日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第34の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

附　則(平成14年3月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成15年12月1日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成17年3月31日規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、(中略)第8条の規定(中略)は、公布の日から施行する。

附　則(平成18年3月31日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成20年3月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条及び様式第37の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

附　則(平成23年3月18日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附　則(平成24年6月21日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成29年3月14日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附　則(平成29年9月29日規則第57号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

附　則(平成30年3月28日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。



附　則(令和元年6月25日規則第5号)

(施行期日)

1　この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている様式は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。

附　則(令和元年12月13日規則第30号)

(施行期日)

1　この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、改正前の豊橋市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定により作成されている様式第17(第3面)、様式第30(第2面)及び様式第32(裏)は、改正後の豊橋市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定

にかかわらず、当分の間これを使用することができる。

附　則(令和2年12月18日規則第75号)

(施行期日)

1　この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3　この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

様式第1(第3条関係)

(一部改正〔平成24年規則59号・令和2年75号〕)

様式第2(第3条関係)

(一部改正〔平成24年規則59号・令和2年75号〕)



様式第3(第3条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)

様式第4(第4条関係)



様式第5(第4条関係)

様式第6(第5条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第7(第6条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)

様式第7の2(第6条の2関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第8(その1)(第7条関係)

(全部改正〔平成29年規則57号〕、一部改正〔令和2年規則75号〕)

様式第8(その2)(第7条関係)

(全部改正〔平成29年規則57号〕、一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第9(第9条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)

様式第9の2(第9条の2関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第10(第10条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)

様式第11(第10条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第12(第11条関係)

様式第13(第11条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第14(第12条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)

様式第15(第12条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第16(第13条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)

様式第17(第13条の2関係)

(一部改正〔平成24年規則59号・令和元年30号〕)





様式第18(第13条の2関係)

様式第19(第13条の2関係)



様式第20(第13条の3関係)

(一部改正〔平成29年規則5号〕)



様式第21(第13条の3関係)

(一部改正〔平成23年規則8号・29年5号〕)



様式第22(第14条関係)

様式第23(第14条関係)

(一部改正〔平成23年規則8号〕)



様式第23の2(第14条の2関係)

(追加〔平成23年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則5号・2年75号〕)

様式第23の3(第14条の2関係)

(追加〔平成23年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則5号〕)



様式第24(第14条の3関係)

(一部改正〔平成23年規則8号〕)

様式第25(第15条関係)

(全部改正〔平成29年規則5号〕)



様式第26(第15条の2関係)

(一部改正〔平成23年規則8号〕)

様式第27(第16条関係)

(一部改正〔平成23年規則8号〕)



様式第28(第16条関係)

(一部改正〔平成23年規則8号〕)

様式第28の2(第16条の2関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第28の3(第16条の3関係)

(一部改正〔平成23年規則8号・令和2年75号〕)

様式第29(第17条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第29の2(第17条の2関係)

(追加〔平成23年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則5号・2年75号〕)

様式第29の3(第17条の2関係)

(追加〔平成23年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則5号〕)



様式第29の4(第17条の3関係)

(追加〔平成23年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則5号・2年75号〕)

様式第29の5(第17条の3関係)

(追加〔平成23年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則5号・2年75号〕)



様式第30(第18条関係)

(一部改正〔平成24年規則59号・令和元年30号〕)



様式第31(第18条関係)

(全部改正〔平成24年規則59号〕)



様式第32(第18条関係)

(一部改正〔平成24年規則59号・令和元年30号〕)



様式第32の2(第18条の2関係)

(一部改正〔平成23年規則8号・令和元年5号〕)

様式第32の3(第18条の2関係)

(一部改正〔平成23年規則8号・令和元年5号〕)



様式第32の4(第18条の2関係)

(一部改正〔平成23年規則8号・令和元年5号〕)

様式第33(その1)(第19条関係)

(全部改正〔平成29年規則5号〕、一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第33(その2)(第19条関係)

(全部改正〔平成29年規則5号〕、一部改正〔令和2年規則75号〕)

様式第33(その3)(第19条関係)

(全部改正〔平成30年規則23号〕、一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第33(その4)(第19条関係)

(追加〔平成30年規則23号〕、一部改正〔令和2年規則75号〕)

様式第34(第22条関係)

(全部改正〔平成29年規則5号〕、一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第35(第22条関係)

様式第36(第22条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第37　削除

様式第38(第24条関係)

様式第39(第24条関係)

様式第40(第25条関係)



様式第41(第26条関係)

様式第42(第26条関係)

(全部改正〔平成30年規則23号〕、一部改正〔令和2年規則75号〕)




